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2023 年 1 月 1 日改定 

JAAME 情報利用約定書 

   

 
 

 公益財団法人医療機器センター(以下「当センター」という。)の提供する JAAME 通信

及び JAAME Search（以下「情報提供サービス」という。）の利用は、下記条項によるも

のとします。 

 

 (情報提供サービスの目的) 

第 1 条 情報提供サービスは、医療機器産業の健全な発展のために、医療機器関連企業・

団体等に対し、当センターが収集した医療機器関連情報を加工し提供するもの

です。 

2 情報提供サービスの内容は、当センターのホームページ等により日本語で利用者

にお知らせします。 

 

 (利用料金) 

第 2 条 情報提供サービスの利用料金は、当センターのホームページ等により利用者に

提示します。 

2 経済情勢の変動、情報提供サービス内容の変更、又はデータ量の増加、利用件

数の増加等が生じたときは、料金等の変更をすることがあります。 

3 利用料金等を変更する場合は、予め利用者に通知します。 

 

(利用期間) 

第 3 条 情報提供サービスの利用期間は 4月から翌年 3月までの 1年度とし、年度途中

からの利用期間につきましては、開始月から 3月までとします。但し、年度末ま

でに解除の連絡がない時は、自動的に継続利用となります。 

 

 (利用料金の支払) 

第 4 条 当センターは、利用者からの「JAAME 情報利用申込書」に基づき、利用者に利

用料金を請求し、利用者は利用開始月の前月末日までに当センター指定の銀行

口座に日本円で振り込むものとします。 

2 継続利用の場合、当センターは 1月末日までに利用者に翌年度の利用料金を請

求し、利用者は 2月末日までに当センター指定の銀行口座に日本円で振り込むも

のとします。 

 

 (ID 及びパスワードの管理責任) 

第 5 条 当センターは、JAAME Search の利用者に対し、ID 及びパスワードを発行する

ものとします。 

2 利用者は、ID 及びパスワードについて、当センターの許可を得ずに第三者に譲

渡若しくは利用させたり売買、名義変更することは認めないものとします。 
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 (変更の通知) 

第 6 条 利用者は「JAAME 情報利用申込書」の記載事項のうち、会社等の住所及び名称、

担当者名、電話番号等に変更があった場合には、その旨当センターあて連絡する

ものとします。 

 

 (利用者の義務) 

第 7 条 利用者は、情報提供サービスを利用するに当たり、提供された情報について、

当センターの承諾を得ることなしに無断で複写、複製、転載することを禁じます。 

 

 (利用者からの利用解除等)  

第 8 条 利用者は、情報提供サービスの利用解除又は更新を希望しない場合には、その

旨当センターあて連絡するものとします。但し、料金の精算に関しては第 11 条

第 2項に従うものとします。 

 

 (センターからの利用解除) 

第 9 条 利用者が次の名号のいずれかに該当する場合、当センターは情報提供サービス

の利用を解除することができるものとします。この場合、当センターは利用者に

その旨を通知します。 

(1)「JAAME 情報利用申込書」に虚偽の記載があったとき。 

(2)利用者が本約定書に違反したとき。 

(3)利用料の支払を怠ったとき。 

(4)利用者が、有償無償にかかわらず、情報提供サービスに類似するサービスを提

供していると当センターが判断したとき。 

(5)利用者が反社会勢力に該当すると判明したとき。 

(6)その他センターが利用者として不適当と判断したとき。 

 

(サービスの停止) 

第 10 条 当センターのデータベースの障害等のため、やむを得ずサービスの一部又は

全部を停止することがあります。 

 

(料金の精算) 

第 11 条 第 10 条により情報提供サービスの利用期間のうち 30 日以上サービスが受け

られなかった場合には、当センターは利用者の請求により月割り計算にて利用

料金を精算するものとします。 

2 第 1 項に定める場合以外は、当センターが既に受け取った料金の払い戻しは、

行わないものとします。 

 

(反社会的勢力の排除) 

第 12 条 利用申込者または利用申込者の所属する企業・団体等が、反社会勢力に該当

する場合は情報提供サービスの利用は認めないものとします。 

2 前項の反社会的勢力の排除に関する事項は、政府の犯罪対策閣僚会議にて決定

した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」（平成 19 年 6 月 19

日 犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ）に準ずるものとします。 
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(約定書の変更) 

第 13 条 本約定書の内容は、利用者の承諾または事前の通知を必要とせず変更できる

ものとします。 

 

(免責) 

第 14 条 当センターは、情報提供サービスの情報により、利用者が損害を被った場合

でも一切の責任を負わないものとします。 

2 当センターは、天災、事変、予測できない回線の障害、その他不可抗力により

データベースを提供できなかった場合は、その責任を負わないものとします。 

 

以 上 


